補助金交付までの流れ（区民用）

しながわファミサポマイスターに登録されていますか？
（登録に関しては別資料を参照。）



申請受付分の活動報告書を、必ず期日までに事務局へ提出してください。
期日※を過ぎた場合、補助金の対象外となり活動時間は繰り越されません。
※月末締め翌月５日必着となります。


品川区ファミリー・サポート・センター補助金交付申請書（第５号様式）を記入し、
品川区子ども家庭支援センターへ提出してください。。
※１　しながわファミサポマイスターの登録日（通知日）から補助金交付の対象となります。
※２　前期申請受付分は４月～９月までが対象で、10月10日までに区へご提出ください。
後期申請受付分は10月～翌年３月までが対象で、4月10日までに区へご提出ください。



区は、提出された申請書をもとに補助金の審査および交付決定を行い、
品川区ファミリー・サポート・センターマイスター補助金交付決定通知書（第６号様式）
を送付し、指定の口座（登録時に申請した口座）へ補助金を交付いたします。
『品川区ファミリー・サポート・センターマイスター補助金交付決定通知書』は５年間の保存をお願いいたします。下記の必要資料を区へ提出する。
・品川区ファミリー・サポート・センターマイスター登録申請書
・債権者登録書
・（子育て支援員研修の修了者の方は）修了証の原本　
後日、品川区ファミリー・サポート・センターマイスター登録承認書が届く。

右記の⑤児童虐待防止を
修了する。

